
第 2235 回例会 

11月19日 №18 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      昔は子供を預けるなら幼稚園か保育園の二

択でしたが、２００６年に認定こども園の制度

が始まったことにより、選択肢が増えました。 

国の法的位置づけですが、幼稚園は文化科学

省が管理している「学校」、保育園は厚生労働省

が管理している「児童福祉施設」になります。 

      認定こども園は、その園によって学校タイ

プ・児童福祉施設タイプ、またはその両方を取

り入れたタイプに分かれ、内閣府が管理。 

また、幼稚園と保育園の大きな違いとして、

「保護者が働いているかが重要なのでは？」 

とお考えの親御さんも多いと思います。 

実際、幼稚園は専業主婦世帯が子供を預ける

施設、保育園は共働き世帯が子供を預ける世帯

とされてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黛 裕治 

２０２３年６月岸田総理より「こども未来戦 

略方針」という、子供達の未来をどのように支 

援していくのかの方針が発表されました。 

その中で、保護者の就労要件等を問わずに保 

育所を利用できる「こども誰でも通園制度」の 

実施が盛り込まれ、話題となりました。 

 待機児童が増えてそれぞれの市町村で待機児 

童問題で大変なことになっていました。 

 保育所を増やすことしかないと言うことで、 

どんどん保育所が増えまして、待機児童解消し 

て、今では待機児童が全くいないわけではない 

わけではないのですが、色々な事情があって入 

所、入園できない児童もいます。 

 医療ケアが必要な子供は受け入れができない 

場合もあります。 

会 長 大井 達  幹 事 諸隈 武 

 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     『こども誰でも通園制度』が必要なのでしょう 

か？ポイントは以下の 3つです。 

➀こども基本法で「こどもは福祉·教育を受け

る権利」が定められている。 

対象である 0 歳 6 カ月～2 歳の保護者が就労

し、こどもの健やかな育成のためには、家庭だ

けでは限界があります。保育士発達に合った環

境で過ごすこと、これらの事を経験するには、

幼児の保育施設が最適なのです。 

こどもは「家庭で育つ」から「社会で育てる」

という意識の変換期を迎えています。 

➁0 歳児から 2 歳児のこどもの 6 割は保育園を

利用していない現状がある。 

➂保護者のＳＯＳに気づくことが出来る。 

◎子ども·保護者·保育施設···それぞれの意義と

は？ 

子どもにとっての意義＝家庭とは異なる経

験ができる。 

子どもの視点から考えると、『子ども誰でも

通園制度』は以下のような意義があるとされて

います。保育施設という「人的·物的·空間的」に

配慮された環境の中で、家庭と異なる経験がこ

ども達の成長に繋がる。 

地域に出て行って、家族以外の人と関わるこ

とができる。 

·子どもに対して専門的に理解している職員が

見守る中で、同じ年代の子どもと触れ合うこと

ができる。 

保育者が保護者の支援をすることで、家庭で

の関係性も良好になる。 

      一方で、以下のような課題もあります。 

・子ども毎に在園時間が異なること 

・子どもを理解するには一定の時間がかかる 

      施設は今後「多機能化」していくことが求め

られるようになります。予想以上の速さで少子

化は進行しているようです。 

     「親が就労している」などの要件を満たさなく

ても、誰でも定期的に保育は 0 歳 6 カ月～2 歳

までとされており、月 10 時間を上限に利用す

ることが拡大いくことを目指しています。 

      このように、幼稚園事情も日々変化している

ので、時代に応じて園側も対応していかなけれ

ばいけない状況ではあります。 

                  （概要にて掲載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん、こんにちは。 

今日は、いよいよ冬本番のようで、１月ごろ 

の気温となっているようです。 

昨日から北風も強く吹いて、とても寒く感じ 

ていました。 

今月は、児童虐待防止月間ということで、県 

庁や横浜市庁舎、川崎市庁舎、相模原市はウェ 

ルネス保健センターがオレンジ色にライトアッ 

プされていたそうです。 

令和５年度の児童虐待等の相談において、虐 

待が疑われる児童の人数は、3,089 人(前年度 

3,170 人)にも上るそうです。 

児童相談所や子育て支援センターの職員が、 

対応に追われているそうで、相模原市でもこん 

なに多くの事案があることに、とても驚くとと 

もに大変残念に思います。休会中の古屋会員が、 

児童養護施設についての奉仕活動を考えてみた 

いという話を頂いていましたが、とても深刻な 

状況です。 

さて、今日はこの後、細則変更についての提 

案をさせて頂きたいのですが、臨時理事役員会 

の報告を２件だけお話します。 

１件目は、ＩＭですが、５月３１日の土曜日 

に決定しております、相模原東クラブが主幹で 

すが、第１０グループの第１回目のＩＭという 

ことで、各クラブから２名の委員を輩出して、 

グループ全体で企画運営をすることになりました。 

中クラブからは、豊岡会員と諸隈幹事に委員 

として参加して頂きます。 

中村ＡＧ他、新グループのＩＭとして他のグ 

ループにも負けない、第１０グループらしいＩ 

Ｍを開催するので、会員の皆様にもぜひ出席を 

頂き、楽しみを共有して頂きたいと思います。 

（次ページへ続く） 

会長の時間 



 

 

２件目は、１２月に行われるインターアクト

クラブの台湾研修についてです。 

今年度も光明学園から２名の生徒さんが参

加されます。研修費用も金額が少し上がって、 

一人１５万円となり、中クラブ負担も２名参加

の半額負担で１５万円を奉仕会計から支出さ

せて頂くことになりました。 

本日の本題となりますが、細則改正委員会の

委員長として、次年度会長予定の藤本会長エレ 

クトより、現在の相模原中クラブ細則について

すでに皆様の御手元にお届けしている通りで

すが、委員会の責務と責任の所在を明確にする

ための細則の変更についての申し出がありま

した。 

細則１５条の「改正」に基づき、本日の例会

内で主旨の説明をし、質疑等を今週いっぱい受

け付けます。来週の例会にて、お問い合わせ頂

いた質問への回答をさせて頂いた後に、例会内

で審議を行い、決議をさせて頂く段取りとさせ

て頂きます。 

ここよりは、お配りした資料に基づき、報告

をさせて頂きます。 

     【韓国龍仁ＲＣと米山学友会参加報告】 

            阿部 毅会員 

① 龍仁 RC「友好クラブ関係継続に関して」 

当初交流に熱心に関 

わった会員の多くが 

死去・病気静養など 

で現在では話題とし 

ての意識は薄い。 

今年度この問題ついて、理事の一人とし 

て、クラブに提案し検討を進める。 

当クラブ５０周年式典の招待状は送付の

要請でした。 

② 韓国 RC米山学友会定期総会に参加して 

来年度の関西米山会 

４０周年式典への誘 

いが何玉翆 PPから、 

また再来年の台湾で 

の RI 世界大会時での「米山学友世界大会

in 台北」への案内が台湾米山 RC 学友会の

林志昇理事長からアッピールされた。 

                  （概要にて掲載） 

 

 

 

 

★大井会長、諸隈幹事 

➀本格的に寒くなってきましたね。年末に向け 

て頑張りましょう。 

➁藤本会員、入会記念おめでとうございます。 

➂黛会員、本日はありがとうございます。卓話 

 楽しみにしています。 

★藤本 恵介会員 

➀入会記念を祝っていただきありがとうござい 

ます。丸 9 年が経ちました。 

➁先日の日曜日、米山学友主催のクリーンキャ 

ンペーンに行ってきました。冣住さんと楽し 

くゴミ拾いしました。 

★川合 貞義会員 

➀皆様、今日はお天気が良くさわやかですね。 

 夜はたいへん寒くなりましたので、お互いに 

 体に気をつけましょう。 

➁黛さん卓話楽しみにしています。 

➂藤本さん、お祝おめでとう。 

④今日も例会楽しみましょう。 

★小野 孝会員 

➀入会記念日祝の藤本さん、おめでとうござい 

ます。 

➁卓話の黛さん、楽しみにしています。 

★丸子 勝基会員 

➀藤本会員の入会記念のお祝おめでとうござい 

ます。入会して１０年目になりますね！ 

➁黛会員、卓話楽しみです！ 

★阿部 毅会員 

➀黛会員、本日の卓話を楽しみに！！ところで 

 「Ⅴ」は何ですか？ 

➁藤本会員の入会記念、お祝い致します。 

★黛 裕治会員 

➀１１月入会記念日お祝の藤本さん、おめでと 

 うございます。これから忙しくなりますね。 

➁本日卓話をさせて頂きます。なんとなく、聞 

いて頂ければ嬉しいです。 

★櫻内 康裕会員 

➀入会記念日祝の藤本さん、おめでとうござい 

ます。 

➁卓話の黛会員、宜しくお願いします。（次頁へ） 

   



●例会場 中国名采「敦煌」                     ●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1        ●編 集 親睦活動委員会 
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●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3   委 員：中里 和男、阿部  毅、櫻内 康裕 

             相模原商工会館 ３F     早川 正彦、横溝 志華、佐々木敏尚 
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●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp         ●http://sagamiharanaka-rc.jp/ 

 

 

 

 

★冣住 悦子会員 

➀藤本さん、入会記念日祝いおめでとうござい

ます。 

②黛さん、卓話楽しみにしています。 

★田後 隆二会員 

➀お久しぶりです。 

➁藤本さん、入会記念日祝いおめでとうござい

ます。 

➂黛さん、卓話楽しみです。 

     ★佐々木 敏尚会員 

     ➀本日、お祝いの藤本さん、おめでとうござい 

ます！ 

     ➁卓話の黛さんをよろしくお願い致します！ 

★伊倉 正光会員 

➀黛会員の卓話楽しみです！ 

➁藤本会員、入会記念日祝いおめでとうござい 

ます。 

     ★阪西 貴子会員 

     ➀本日のお祝い、入会記念日祝の「藤本さん、

おめでとうございます。 

     ➁卓話の黛さん、宜しくお願い致します。 

           本日のスマイル ２３，０００円 

     ★の方より多額のスマイルを頂きました。 

【報告事項】 

１. 第２７８０地区ガバナー事務所より  

➀インターアクト委員会・アクターズミー 

ティング開催のご案内 

12/14（土）13：00～13：30 IAC委員会 

14：00～17：00アクターズミーティング 

場所：第一相澤ビル８階 会議室 

＜委員会報告＞ 

◎Ｒ財団委員会佐々木委員長 

      今月も引き続き、財団の寄 

付のご協力をお願いします。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月２６日 卓話 河野 崇会員  

   臨時理事役員会 

１２月 ３日→１２月１日野球教室へ移動例会 

   １０日 年次総会 

       定例理事役員会 

   １７日 年末家族例会 場所：敦煌 

       １８時３０分点鐘 

 

 

点 鐘  １２：３０ 

会 場  中国名菜「敦煌」 

司 会  河野 崇ＳＡＡ 

斉 唱  ロータリーソング「我等の生業」   

ソングリーダー 小崎 直利会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 員 出席（対象者２２名） 事前メイク者 

２８名 (Zoom 含)１９名 ０名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(11/5) 

２名 ９０．４７％ ９５．２３％ 

＜入会記念日祝＞ 

藤本 恵介会員  

２０１５年11月１７日入会 

≪今月のお祝≫ 
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